
（２）みなし共同事業の対象となる事業所用家屋が市内に複数存在する場合は、それぞれの明細の合計欄を合算して免税点判定を行ってください。
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（１）地方税法第７０１条の３２第２項の規定により、共同事業とみなされる事業を行う場合に提出してください。＜注＞
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